
農地の貸し借り｢声がけ運動｣実施中 !

「農地集積バンク」で問題解決！
たとえば･･･
● 規模拡大又は利用権を交換して分散した農地をまとめたい
● 農業をリタイアするので農地を貸したい
● 新規就農するので農地を借りたい

※「農地集積バンク」とは，事業主体である農地中間管理機構とその業務委託先
　及び事業推進する行政機関・団体等の総称として表現しております。

　｢農地集積バンク｣に関する詳細は，公益社団法人みやぎ農業振興公社のホームページの
｢宮城県農地中間管理機構｣をご覧いただくか，下記へお問い合わせください。

農地集積バンクを活用しませんか!農地集積バンクを活用しませんか!農地集積バンクを活用しませんか!
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地域の担い手に
集約した農地利用

分散した農地利用

宮　　　　　　城　　　　　　県
宮 城 県 農 地 中 間 管 理 機 構
（公益社団法人みやぎ農業振興公社）

地域農業を将来に
わたって守るため，
一丸となって取り
組みましょう！

お問い合わせ先

この印刷物は17,000部作成し

１部あたりの単価は11.55円です。

令和２年３月作成

公益社団法人みやぎ農業振興公社（宮城県農地中間管理機構）担い手育成部
TEL：022-275-919２　FAX：022-275-9195

宮城県農政部  農業振興課  経営構造対策班 

お近くの宮城県各地方振興事務所・地域事務所　農業振興部
各市町村農政所管課・JAなどに設置している農地集積バンク相談窓口

TEL：022-211-2835　FAX：022-211-2839

HP アドレス　http://www.miyagi-agri.com/

農地中間管理事業が目指す効率的な土地利用
　地域内で土地利用計画について合意形成されている場合，農地中間管理機構が一括して農地を借受ける
ことで，様々な要望に対応することが可能になります。

※「人・農地プラン」とは，地域の人の農地の問題を解決するための「未来の設計図」で，地域（地元）の
　意向に基づき市町村が作成し，随時見直しを実施しています。

機構が一括して借受け

以前の農地の利用（所有）状況 事業活用後の農地の利用状況

土地利用計画に沿い，
様々な要望に対応した
貸付けが実現

「人・農地プラン」の話し合いで，集落や地域の
今後の農地利用の方向性を話しあおう！

所有と利用の分離

さらに，利用
調整可能！

機構から農家に貸付け



農地中間管理事業の仕組み 農地の貸し借りの手続きの流れ

事業のポイント事業のポイント事業のポイント事業のポイント

県・市町村・農業委員会・ＪＡ・
土地改良区等

①出し手から農地を借受け

●公的機関が農地を預かるので安心です。
●機構から直接賃借料を受け取ることができます。
●契約期間満了後は，確実に農地が戻ります。
●要件を満たせば「機構集積協力金」の交付が受けられます。
●農地に関連した税制面での優遇措置が適用されます（固定資産税の軽減措置，相続税，贈与税
　の納税猶予）。

①借受基準（機構が借り受けする場合）

事 業 活 用 の メ リ ッ ト
①出し手のメリット

●まとまりのある農地を借りることができ，農作業の効率化とコストダウンが可能となります。
●経営規模拡大により安定的で効率的な農業経営が可能になり，後継者確保にもつながります。
●農地の出し手が複数いても，機構との契約だけで済みます。
●賃借料の支払いは，口座振替で便利です。
●要件を満たせば「担い手集積支援事業」（機構単独事業）が活用できます（助成金の交付）。

②受け手（担い手）のメリット

②必要な場合は簡易な条件
　整備等を実施

③受け手（担い手）への農
　地集積に配慮し貸付

（出し手・受け手の負担が伴います。）

連携 協力

農地中間管理機構
（農地集積バンク）

機構から
借受け

機構へ
貸付け

注）農用地等として利用が困
難な場合や，該当区域の受け
手リストに候補者がいない場
合などは，すぐには借り受け
せず、貸付希望者リスト（出
し手リスト）に掲載してマッ
チング活動を継続します。

（※）市街化区域以外：市街化区域以外の農用地と一体的に農業利用されている市街化区域内農用地は借受けの
　　対象とすることができます（令和２年４月１日～）。

※出し手との契約期間中に受け手変更（農用地等の再配分）をする場合は，農用地利用配分計画による手続き（県
　認可）となります。

●市街化区域以外（※）の農用地等を借り受けます。
　ただし，農用地等としての利用が困難な場合や，農用地等を貸し付ける可能
　性が著しく低い場合は，機構は当該農用地等を借り受けることはできません。

③契約の解除（機構から貸し付ける相手が見つからない場合）
●機構が農用地等を借り受けてから２年を経過しても，なお受け手に農用地
　等を貸し付ける見込みがないときは，県知事の承認を受けて契約を解除す
　ることがあります。

②貸付先決定ルールの基本原則（機構が貸し付ける場合）
●農用地等の借受けを希望している者の規模拡大又は農地の集団化・集約化
　につながること。
●既に効率的かつ安定的な農業経営を行っている農業者の経営に支障を及ぼ
　さないようにすること。
●新規参入した者が効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるようにす
　ること。
●借受希望者の意向を踏まえつつ，地域農業の健全な発展に資するよう公平
　かつ適正に調整すること。

農地を貸したい人（出し手）の場合農地を貸したい人（出し手）の場合農地を貸したい人（出し手）の場合

「農地を貸したい」旨の申出「農地を貸したい」旨の申出

機構（市町村・ＪＡ等の委託先を含みます。）との条件相談・マッチング機構（市町村・ＪＡ等の委託先を含みます。）との条件相談・マッチング

出し手・受け手のマッチング成立出し手・受け手のマッチング成立

市町村が農用地利用集積計画を作成市町村が農用地利用集積計画を作成

関係権利者の同意徴収関係権利者の同意徴収

農業委員会の決定農業委員会の決定

市町村の農用地利用集積計画の公告（農地の権利移動）市町村の農用地利用集積計画の公告（農地の権利移動）

機構による貸付希望者（出し手）
リストの作成

機構による貸付希望者（出し手）
リストの作成

農地を借りたい人（受け手）の場合

機構による借受希望者（受け手）の
募集への応募

機構による借受希望者（受け手）の
募集への応募

機構による借受希望者（受け手）
リストの公表

機構による借受希望者（受け手）
リストの公表

市市市市

農用地利用集積計画が公
告されると，出し手→機
構→受け手と農地の貸借
に係る権利が一括で移動
します。

農用地利用集積計画が公
告されると，出し手→機
構→受け手と農地の貸借
に係る権利が一括で移動
します。

ステップ③ステップ③ステップ③

貸付期間，賃借
料等の諸条件を
相談します。
また，貸付先決
定ルールに基づ
き受け手を選定
します。

貸付期間，賃借
料等の諸条件を
相談します。
また，貸付先決
定ルールに基づ
き受け手を選定
します。

ステップ②ステップ②ステップ②

募集募集

機構又は最寄りの市町村，
ＪＡ等の相談窓口に相談
し，機構による借受希望
者の募集に応募します。

機構又は最寄りの市町村，
ＪＡ等の相談窓口に相談
し，機構による借受希望
者の募集に応募します。

ステップ①ステップ①ステップ①

「「 貸

機構又は最寄りの市
町村・ＪＡ等の相談窓
口に連絡します。

機構又は最寄りの市
町村・ＪＡ等の相談窓
口に連絡します。

ステップ①ステップ①ステップ①


